
宮城県生活習慣病検診管理指導協議会及び部会について

＜協議会，部会等の位置付け＞
  協議会及び各部会は，「宮城県生活習慣病検診管理指導協議会条例」及び「健康診査管理
指導等事業実施のための指針（厚生労働省）」に基づき設置・運営。

趣 旨
生活習慣病の動向を把握し，また，検診の実施方法や精度管理の在り方等について審議し，

市町村，医療保険者及び検診実施機関に対し指導すべき事項について知事に答申・報告する。
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生活習慣病検診管理指導協議会（親協議会）

特定健診等

各検診（健診）等の精度管理及び結果分析等の審議生活習慣病対策の

総合的な評価・分析

指導事項の審議・決定
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協議会及び各部会の運営

生活習慣病検診
管理指導協議会 知 事 各 市 町 村

任命・諮問

「指導事項」報告 「指導事項」通知
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